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こども・妊産婦・ひとり親家庭・重度心身障害者

医療費助成制度

▽こども・妊産婦・ひとり親家庭
＝こども家庭政策課・☎⑳２１４９

▽重度心身障害者
＝障がい福祉課・☎⑳２１６９

種　類 対象者・対象期間 登録に必要なもの 登録場所

こ ど も
医 療

対象　市内に住所のある満１８歳の３月末までの子ども
期間　子どもの出生日または転入日から満１８歳の３月末まで
助成方法　▷県内の医療機関＝窓口での保険診療分の負
　　　　　　　　　　　　　　  担なし

　 　 　 　 　  ▷県外の医療機関＝上記の申請が必要

①子どもの名前が記載
された健康保険証（出生
届出時は扶養予定の方
の健康保険証）
②保護者名義の預金通帳

こども家庭
政策課
各公民館

（織姫・助戸
を除く）

妊 産 婦
医 療

対象　母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
期間　母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日
　　　から出産（流産・死産）した月の翌月末まで
※母子健康手帳の交付を受ける前の、妊娠に起因する疾
　病（流産を含む）も対象（医療機関の証明が必要）。

①健康保険証
②母子健康手帳
③対象者名義の預金通帳

こども家庭
政策課
保健センター
各公民館　

（織姫・助戸
を除く）

ひとり親
家庭医療

対象　▷満１８歳の３月末までの子どもを養育している配
　　　　偶者のいない方（配偶者がいても配偶者に一定の
　　　　障がいがある場合などは対象）
　　　▷両親がいない満１８歳の３月末までの子どもを養
　　　　育している方
期間　事実発生日（死別、離婚など）または交付申請した
　　　月の初日から子どもが満１８歳の３月末まで
※所得制限があり、毎年８月に資格の更新があります。

①健康保険証
②児童扶養手当証書ま
たは遺族年金証書（いず
れ も 該 当 し な い 方 は、
全部（個人）事項証明書）
③養育者名義の預金通帳

こども家庭
政策課

重度心身
障 害 者
医 療

対象　▷身体障害者手帳１・２級の方
　　　▷療育手帳Ａ１・Ａ２の方
　　　▷身体障害者手帳３・４級で知能指数５０以下の重  
　　　　複障がいの方
　　　▷知能指数３５以下の方
　　　▷精神障害者保健福祉手帳１級の方
期間　登録申請した月の初日から

①健康保険証
②身体障害者手帳また
は療育手帳（市診断書でも
可）、精神障害者保健福祉
手帳
③対象者名義の預金通帳

障がい
福祉課

①
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ず
は
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②
申
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作
成
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③
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収
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付
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療
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 ● 申請書は市役所、各公民館（織
姫・助戸を除く）、行政Ｓ

サービスセンター
Ｃにある

ほか、市ホームページで入手可。

 ● 窓口申請のみコピー
でも可。原本も持参。
郵送の場合は必ず原本。

 ● 助成金振込口
座に『貯蓄預金』
は利用不可。

 ● 封筒は市役所、各公
民館（織姫・助戸を除
く）、行政Ｓ

サービスセンター
Ｃにあり。
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医療費助成制度の続き
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ま
す
！
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し
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だ
さ
い
。

　　　　　　新薬と同じ有効成分・
　　　　　効能があると厚生労働省
から認められた医薬品で、安全性や
品質も確認されています。同医薬品
を使用することで医療費を下げられ
る場合があります。

　「夜の方が便利だから」などの理由で、軽
い症状でも緊急外来を受診する方が増えて
います。これにより、緊急性の高い重症患
者の治療に支障をきたしています。

 ● できるだけ平日昼間の診療時間内に
　かかりつけ医で受診しましょう。
 ●  重複受診はやめましょう。

　休日や夜間の急な病気で心配なとき
は、まずは１３ページの救急電話相談
窓口をご利用ください。

　緊急・重症の場合は
迷わず１１９番通報して
ください。

適正受診にご協力ください！

普段から心がけたいこと

　６年４月に中学校へ入学される方には、
新しい資格証を３月下旬に送付します。

▶小学生以下＝ベージュ色
▶中学生から満１８歳３月末まで＝白色

                  活用しましょう！

                  ジェネリック医薬品

家計にも、まちにもやさしい

健康
◎オンライン申請システムについては５ページ参照。

受給資格証の色が変わります
（こども医療）

オンライン事前申請
便利です！

　事前にオンライン申請システムで必要事
項を入力しておくことで、窓口での申請書
の記入が不要になります。

①同システムで事前申請
②事前申請時に二次元コードが発行される
③上記の二次元コードと領収書を持って、
　窓口（１４ページ掲載の登録場所または織
　姫・助戸を除く各公民館）へ来庁

申請方法などの詳細はこちら▶


